
令和元年度　地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費　

小笠原村 (単位：千円)

財　　源　　内　　訳

事業名 予算額 一　般　財　源

国・都支出金 地方債 その他 社会保障財源化分 その他

障害者福祉事業 4,784 3,009 127 1,648

高齢者福祉事業 94,209 31,522 14,360 3,014 45,313

児童福祉事業 242,940 132,297 28,100 14,679 4,225 63,639

その他 100,584 41,298 17 3,692 55,577

小　　計 442,517 208,126 28,100 29,056 11,058 166,177

国民健康保険会計繰出金 26,478 9,047 1,098 16,333

介護保険会計繰出金 152,385 696 78,000 4,586 69,103

後期高齢者医療会計繰出金 11,936 1,836 644 9,456

小　　計 190,799 11,579 0 78,000 6,328 94,892

健康増進事業 21,611 13,183 539 7,889

母子衛生事業 5,647 367 5,280

予防接種事業 7,860 1,275 426 6,159

救急患者輸送事業 1,157 660 47 450

診療所運営事業 462,675 251,151 136,742 4,654 70,128

その他 153,832 26,027 103,000 8,979 999 14,827

小　　計 652,782 292,296 103,000 145,721 7,032 104,733

1,286,098 512,001 131,100 252,777 24,418 365,802

平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、

社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和元年度一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、上記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 56,729千円 のうち 24,418千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,286,098千円
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